
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

※この手引は、申込後も必要となりますので、大切に保管してください。 

※申込後の検定区分及び新・旧の受検資格区分等の変更はできません。 
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はじめに 

 

 

 

２級電気通信工事施工管理技術検定は、建設業法に基づき、建設工事に従事する施工管理技術 

者の技術の向上を図ることにより、建設工事の適正な施工の確保に資するもので、国土交通大臣

指定試験機関である一般財団法人 全国建設研修センターが実施する国家試験です。 

２級電気通信工事施工管理技術検定は、第一次検定及び第二次検定によって行われ、第一次検

定合格者は「２級電気通信工事施工管理技士補」、第二次検定合格者は「２級電気通信工事施工

管理技士」の国家資格を取得することができます。 

今般、建設業における担い手確保、育成を図るため、技術検定の受検資格見直し等の関係法令

等の改正が行われ、受検資格は、令和元年度（検定開始年度）から、第一次検定は学歴に関係な

く１７歳以上の者になり、令和６年度から第二次検定は学歴ごとに定められていた卒業後の一定

の実務経験を有する者から、学歴に関係なく２級第一次検定、または１級第一次検定等合格後の

一定の実務経験を有する者になりました。なお、令和１０年度までは、制度改正前の第二次検定

の旧受検資格での受検も可能となる経過措置が設けられています。 

本手引は、２級電気通信工事施工管理技術検定の新受検資格による第二次検定の申込みをする

ため、受検資格、必要な諸手続、必要な添付書類、試験要領等についてまとめたものです。 

申込みされる方は、本手引に従い、申込みをしていただくようにお願いします。 

また、申込みされるにあたっては、最近申込み手続きに関する不備な事象が発生していること

から、特に次の諸点に十分にご注意ください。 

・２級電気通信工事施工管理技術検定においては、実務経験については非常に重要であること

から、どのような場合でも他の検定種目との重複は認めておりませんので、内容を十分にご

確認ください。 

・また、実務経験については、証明者による証明が必要ですので、登録する実務経験の内容等

に関し、必ず証明者にも十分な確認を依頼してください。 

・さらに申込内容等に不備がある場合は、受検もしくは合格が取り消される場合がありますの

で、登録内容等について十分にご確認ください。 
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１．２級電気通信工事施工管理技士の資格取得まで              

 

〈令和８年度 第二次検定〉 

 

インターネットによる受検申込み 

７月１４日(火)～７月２８日(火) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受検票発送 

１０月２６日(月)発送 

第二次検定 

１１月１５日(日) 

合格発表 

令和９年３月３日(水) 

第二次検定合格証明書交付申請 

(２級電気通信工事施工管理技士) 

第二次検定合格証明書交付 

令和９年３月末以降(国土交通省より発送予定) 
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新受検資格 新規受検申込みの流れ 

※過去に新受検資格で受検実績のある方は、再受検者となります。再受検者の申込みについては 16

ページをご確認ください。 

 

新規受検申込みは、下記１→２の手順で手続きが必要です。 

受検資格や登録内容の詳細は、本手引を参照してください。 

 

１．「個人ページ」の作成（実務経験の登録） 

当センターホームページで、「個人ページ」を作成してください。(「個人ページ」の作成および実務

経験の修正・追加は、メンテナンス期間を除き常時可能です) 

 

「個人ページ」の作成にあたって、申込者の基本情報と実務経験(1 件以上)を登録します。実務経験

情報として、【証明者情報】及び【実務経験情報】の入力が必要となります。 

登録が完了すると、「個人ページ」が作成され「ログイン ID」が発行されます。「個人ページ」作成

後も、必要に応じて実務経験の修正や追加登録を行うことができます。 

※実務経験の登録にあたっては、事前に｢実務経験登録内容確認用シート｣に登録内容をまとめた

うえで、その内容について、必ず証明者(13 ページ参照)からの証明を受けてください。 

※「個人ページ」作成時点で受検資格要件を満たしている必要はありませんが、受検申込時に受

検資格を満たしていない場合、申込みは完了できません。 

※「個人ページ」を作成しただけでは、受検申込みを行ったことにはなりませんのでご注意くだ 

さい。 

※「個人ページ｣に登録する実務経験は、必要な資格合格後の実務経験を登録してください。(3 ペ

ージ参照) 

 

２．受検申込（申込受付期間に限ります） 

新受検資格の資格要件を満たした方は、「個人ページ」から受検申込みを行うことができます。 

受検申込者情報および実務経験等の受検資格に関する情報を入力してください。 

※事前に申請する実務経験は、「個人ページ」への登録が必要です。 

※受検資格等に応じて必要書類のアップロードが必要となります。 

 

必要情報の入力が完了したら、クレジットカードまたはコンビニエンスストアでの決済により受検

手数料を支払います。決済を完了することで受検申込みが完了となります。 

 

申込完了後に、登録内容及びアップロードされた書類等の審査を行います。申込完了後の実務経験

の修正・訂正はできません。また、不備がある場合は受検できませんのでご注意ください。 
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２．「第二次検定」受検対象者と受検資格区分(新受検資格)及び必要な情報等 

(1) 以下の【受検資格区分 1・2・3】のいずれかに該当し、所定の実務経験年数を有する者が受検できます。 

複数に該当する場合は、いずれかを選択してください。 

(2) ｢個人ページ｣に登録された実務経験が受検資格を満たしていない場合、申込みは完了できません。 

(3) 自身がどの受検資格を満たすか確認の上で、｢個人ページ｣に登録する実務経験は、必要な資格合格後の 

実務経験を登録してください。 

 

 

(4) 実務経験の内容については、｢3.実務経験について(4～9ページ)｣を参照してください。 

(5) 再受検申込者は 16 ページを参照してください。 

 

 

 

   

 

(注意) 申込後の検定区分及び新・旧の受検資格区分等の変更はできません。

全員が必要な書類
(10ページを参照)

受検資格区分に応じてアップロードが
必要となる書類(12ページを参照)

 ・住民票コード
 ・顔写真データ
  (JPEG形式)

ー

 ・住民票コード
 ・顔写真データ
  (JPEG形式)

ー

 ・住民票コード
 ・顔写真データ
  (JPEG形式)

・電気通信主任技術者資格者証(写)、
 または電気通信主任技術者試験合格を
 証する書類(写)
 (PDF形式・JPEG形式)

・電気通信主任技術者資格者証の交付年月
 または電気通信主任技術者試験の合格年月
・2級または1級第一次検定合格番号(もしくは合格時の受検番号)
 及び合格年度

 ２級 第一次検定合格後の実務経験３年以上

 １級 第一次検定合格後の実務経験１年以上

電気通信主任技術者資格者証交付後、または
電気通信主任技術者試験合格後、実務経験１年以上

【受検資格区分３】 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者または電気通信主任技術者試験合格者であって、２級または１級電気通信工事施工管理技術検定第一次検定合格者

・１級第一次検定合格番号(もしくは合格時の受検番号)
 及び合格年度

【受検資格区分２】 １級電気通信工事施工管理技術検定第一次検定合格者

電気通信工事施工管理に関する必要な実務経験年数

【受検資格区分１】 ２級電気通信工事施工管理技術検定第一次検定合格者

受検申込時に必要となる情報

受検資格区分に応じて必要な情報
(11ページを参照)

・２級第一次検定合格番号(もしくは合格時の受検番号)
 及び合格年度
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３．実務経験について 

 

(1) 実務経験とは 

 「実務経験」とは、建設工事の実施にあたり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管

理、安全管理等、工事の施工の管理に直接的に関わる技術上の職務経験をいい、具体的には以下の①

～③(いずれも補助者としての経験を含む)をいいます。 

 

① 工事請負者の従業員として請負工事の施工を管理した経験 

② 工事発注者の従業員として発注工事の施工を指導・監督した経験 

③ 工事監理業務等受託者の従業員として対象工事の工事監理を行った経験 

 (設計・工事監理業務の一括受注は工事監理業務期間のみ) 

 

(2) 実務経験の申請について 

 実務経験は受検資格の基本となる重要な内容ですので、実務経験の登録については、13～15 ページ

を参照し、｢実務経験登録内容確認用シート｣に下書きした上で、間違いのないように登録してくだ

さい。 

 受検申込で申請した実務経験については、申込完了後の修正・追加はできません。 

 

(3) 実務経験の対象となる建設工事の種類・工事内容・従事内容 

   建設業法に定められた建設工事の種類(いわゆる２９種類)のうち、｢電気通信工事｣のみが対象です。 

※ 電気通信工事の詳細と申込時の入力コードについては、6～7 ページの［表Ⅰ］建設工事の種類(工事業種

区分)、［表Ⅱ］工事の内容、［表Ⅲ］従事内容を参照してください。  

建設工事の種類は、以下の場合に電気通信工事と判断できます。 

① 工事請負者の従業員：以下のいずれか 

①－１ 所属先が電気通信工事の建設業許可を有している場合 

   ・所属先(派遣・出向等については派遣等先企業)の請け負った工事の種類が｢電気通信工事｣ 

(一式工事等に含まれる電気通信工事を含む) 

  ①－２ 所属先が電気通信工事の建設業許可を有していない場合 

  ・所属先が建設業許可を受けず建設業を営んでいる場合は、その請負工事の種類が電気通信工事

であること 

   ・一式工事等に含まれる電気通信工事について専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に定める技術

者)を配置して行った工事を担当した場合 

② 工事発注者の従業員：発注工事に含まれる電気通信工事 

③ 工事監理業務等受託者の従業員：受託した範囲の工事に含まれる電気通信工事 

     

       実務経験の業種が不明な場合は、ご自身の実務経験の工事内容が、どの建設工事に該当するかを

所属先に確認してください。 
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所属先が下請けに出した専門工事(一式工事以外の建設工事)の種類についても、所属先が当該工

事の建設業許可を有しており、当該部門の担当者として施工管理に関わった場合、その建設工事

の種類を実務経験として申請することができます。 

上記の例として、所属先が建築一式工事で受注した工事のうち、下請けに出した電気通信工事の

担当者として施工管理に関わった経験は、所属先が電気通信工事の建設業許可を有している場合

に、その期間を｢電気通信工事｣の実務経験として申請することができます。 

なお、その場合当該期間を｢建築一式工事｣として申請することはできません。 

 

国外の建設工事も実務経験となります。建設業法に基づき建設業の許可を受けた者が請け負う国

外での建設工事における実務経験は国内の実務経験と同様に認められます。 

 ※実務経験登録時に、実務経験情報の｢勤務先の業種｣で｢工事請負者(日本国外の工事)｣を選択し

てください。 

※受検申込時に実務経験の勤務先の建設業許可書等、建設業許可の内容が確認できる書類のアッ

プロードが必要となります。 

それ以外の国外の実務経験については国土交通大臣に個別申請し認定を受ける必要があります。

(23 ページを参照) 
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※受注件名が合致しない場合でも、電気通信工事（据付調整を含む）は実務経験として認められます。 

※「新設」のほか、既にある設備の「増設」、「改造」、「修繕」を含みます。 

※「携帯局を除く」とは、携帯電話端末、自動車電話車載機等の移動する側の無線通信設備を指します。 

※「移動局を除く」とは、携帯無線局、車載移動無線局等の移動する側の無線通信設備を指します。 

※「可搬地球局を除く」とは、現地で組み立てて運用を行う小型衛星地球局および車載衛星地球局を指します。

工事内容 工事内容の例示

 １．有線電気通信設備工事
通信ケーブル工事           CATVケーブル工事
伝送設備工事            電話交換設備工事 等

 ２．無線電気通信設備工事

携帯電話設備工事（携帯局を除く）  衛星通信設備工事（可搬地球局を除く）
移動無線設備工事（移動局を除く）  固定系無線設備工事
航空保安無線設備工事        対空通信設備工事
海岸局無線設備工事         ラジオ再放送設備工事
空中線設備工事 等

 ３．ネットワーク設備工事
LAN設備工事            無線LAN設備工事
公衆無線LAN設備工事        インターネット設備工事
イントラネット設備工事       ネットワークセキュリティ設備工事 等

 ４．情報設備工事

監視カメラ設備工事         コンピュータ設備工事
AI（人工知能）処理設備工事     映像・情報表示システム工事
案内表示システム工事        監視制御システム工事
河川情報システム工事        道路交通情報システム工事
ETC設備工事（車両取付を除く）   指令システム工事
センサー情報収集システム工事    テレメータ設備工事
水文・気象等観測設備工事      レーダ雨量計設備工事
監視レーダ設備工事         ヘリコプター映像受信基地局設備工事
道路情報表示設備工事        放流警報設備工事
非常警報設備工事          信号システム工事
計装システム工事          入退室管理システム工事
インターホン設備工事        ナースコール設備工事
デジタルサイネージ設備工事 等

 ５．放送機械設備工事

放送用送信設備工事         放送用中継設備工事
FPU受信基地局設備工事       放送用製作・編集・送出システム工事
CATV放送設備工事           テレビ共同受信設備工事
構内放送設備工事          テレビ電波障害防除設備工事 等

［表Ⅰ］建設工事の種類（工事業種区分）

22．電気通信工事

［表Ⅱ］工事内容



- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

※電気通信工事の施工に直接的に関わらない次のような業務などは認められません。 

①設計（積算を含む）、保守、点検、維持メンテナンス、営業、事務などの業務 

②官公庁における行政及び行政指導、教育機関及び研究所等における教育・指導及び研究等 

③工程管理、品質管理、安全管理等を含まない雑役務のみの業務、単純な労務作業等 

④据付調整を含まない工場製作のみの工事、製造及び購入 

⑤撤去のみの工事 

⑥アルバイトによる作業員としての経験  

［表Ⅲ］従事内容
○施工管理（請負者の立場での現場管理業務） → イ．施工管理    ロ．主任技術者
                                                                        ハ．監理技術者   ニ．監理技術者補佐

○施工監督（発注者の立場での工事監理業務） → ホ．発注者側監督員

○設計監理（設計者の立場での工事監理業務） → へ．工事監理等
※設計監理業務を一括で受注している場合、その業務のうち、工事監理業務期間のみ認められます。

工事内容 工事内容の例示

電気通信設備取付 自動車・鉄道車両・建設機械・船舶・航空機等における電気通信設備の取付工事

土木工事 通信管路（マンホール・ハンドホール）敷設工事、とう道築造工事、地中配管埋設工事

電気設備工事
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、受変電設備工事、構内電気設備工事（非常
用電気設備を含む）、照明設備工事、電車線工事、ネオン装置工事

鋼構造物工事 通信鉄塔工事

機械器具設置工事
プラント設備工事、エレベータ設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集
塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水（ポンプ場）機器設置工事、ダム用仮設
工事、遊技施設設置工事、舞台装置設備工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事

消防施設工事
消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃ガス・蒸発性液体又は粉
末による消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、漏電火災警報設備工事

その他 ケーブルラック・電線管等の配管工事

［表Ⅳ］電気通信工事施工管理に関する実務経験とは認められない工事
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(4) 実務経験年数の申請 

 ・実務経験は連続している必要はありません。実務経験年数の合計が必要な年数を満たしていれば

申請できます。 

  

(5) 実務経験年数の算出 

 ・実務経験年数に算入できるのは令和８年７月末日までです。 

・受検資格区分１の場合、２級第一次検定合格発表日以降の実務経験から算入できます。(下表を参

照) 

・受検資格区分２の場合、１級第一次検定合格発表日以降の実務経験から算入できます。(下表を参

照) 

 ・受検資格区分３の場合、電気通信主任技術者資格者証交付日以降、または電気通信主任技術者合格

日以降の実務経験から算入できます。 

・必要な実務経験年数が不足する場合は、令和８年８月から１１月(第二次検定の試験日前日まで)

までの期間のうち実務経験として見込まれる期間を算入できます。 

  見込期間として計上できるのは、受検申込み時点で契約または特定できる工事に限ります。 

見込期間を実務経験年数として申請する場合、実務経験の登録は、受検申込時の入力となります。

なお、見込みとしていた実務経験が積めなかった場合、第二次検定の試験日前日までに受検申請

の取り下げを行ってください。 

  試験日前日までに申し出のあった方に限り、受検手数料から郵便料・為替発行料を差し引いた金

額を普通為替にて返金します。 

  受検資格を満たさずに受検した場合、後日、行政処分を受ける可能性があります。 

 ・過去の申請内容と両立しない内容を記載した場合、そのいずれか、または双方が虚偽記載となり行

政処分を受ける可能性があります。 

 

【参考】 

電気通信工事施工管理技術検定の合格年度と合格年月 

【２級第一次検定（前期）】 【２級第一次検定（後期）】 【１級第一次検定】 

令和 3 年度→令和 3 年 7 月 

令和 4 年度→令和 4 年 7 月 

令和 5 年度→令和 5 年 7 月 

令和 3年度→令和 4年 １月 

令和 4年度→令和 5年 １月 

 

令和 3年度→令和 3年 10月 

令和 4年度→令和 4年 10月 

令和 5年度→令和 5年 10月 

令和 6年度→令和 6年 10月 

令和 7年度→令和 7年 10月 
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(6) 実務経験の申請方法 

 

①  従事した工事ごとに申請する場合 

申請する期間において従事した比率が最も高い業務(以下、主たる業務という)を工事ごとに実務経験

として算入します。実務経験の申請について主たる業務以外の工事の実務経験を重複して申請するこ

とはできません。同時期に複数の工事を担当した場合も、重複期間を二重に計上できません。  

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月10月

Ａ:電気通信工事(主たる業務)

9月

Ｃ:電気通信工事(主たる業務)B:電気工事(従たる業務)
 

※ Ａ工事の終期とＣ工事の始期が同月内(９月)で重なる場合、９月の実務経験はいずれか一方

に算入してください。Ｂ工事は主たる業務ではないので算入できません。 

 

② 従事した複数工事をまとめて申請する場合 

工期の短い同業種の工事に継続的に従事した場合、1 年以内の期間に限りまとめて申請できます。 

１年以上の期間をまとめて申請する場合は、１年ごとに行を分けて申請してください。 

１行にまとめて申請できるのは同一の勤務先、建設工事の種類、従事内容に限ります。 

実務経験登録時に｢工期の短い同業種の工事をまとめて申請｣をチェックしてください。 

実務経験登録時の工事名や請負金額などは代表的なものを入力してください。 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月9月 10月

B期間:電気通信工事(期間内4件)

Ａ期間:電気通信工事(期間内3件)

 

※ 上記の場合、Ａ期間を７ヵ月、Ｂ期間を４ヵ月として申請できます。 

      ただし、月内に一切工事を行っていない場合は、その月を実務経験として算入できません。 

※ 複数工事をまとめた実務経験の証明者は、建設業許可を有する勤務先の代表者に限ります。 

建設業許可をもたない場合は、申込時に証明者が専ら建設業を営むことを証明する書類のアッ

プロードが必要です。 

   (当該期間中の確定申告書、契約台帳等の写し) 

※ 以下の場合、複数工事をまとめて申請することはできません。 

 ・工事発注者または工事監理業務等受託者の従業員としての経験 

 ・証明者について建設業許可番号の記載がなく、主に建設業を営むことの証明もない場合 

  ・実務経験の証明を受けられず自らが証明者となる実務経験 

【注意】 

技術検定の実務経験申請にあたって、検定種目ごとに対応する実務経験を、他の検定種目と重複して

申請することはできません。  
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４．申込みに必要な情報等について ＊再受検申込みに (2)(3)(4)は不要です 

(1)申込事前情報登録時に全員が必要な情報 ※申込手続き前に準備してください 

① 住民票コード(11 桁の数字)(新規受検申込者のみ) 

  ※マイナンバー(12 桁)ではありません 

  ※ご自身の住民票コードが分からない方は、お住まいの自治体にお問い合わせください 

 

② 令和 6 年度以降に受検した際の「受検年度」及び「受検番号」(再受検申込者のみ) 

  ※｢受検票｣もしくは｢結果通知書｣で確認してください。 

  ※｢受検番号｣が不明の方は、当センターホームページの｢再受検申込受付｣のトップ画面から、受

検者本人に限り、過去の受検番号を検索することができます。 

 

③ 受検申込者の顔写真データ(JPEG 形式) 

試験当日、本人確認を行いますので鮮明な写真をアップロードしてください。なお、アップロー

ドされた写真は検定合格証明書に印刷されます。 

 

規格 ・正面上半身像の高さと幅の比率が概ね４：３ 

・申請日から６ヵ月以内に撮影したもの(白黒でも可) 

・正面、無背景、鮮明であること(焦点が合っていること) 

・明るさやコントラストが適切で影のないもの 

・前髪で目元や輪郭が隠れないこと 

・眼鏡の光の反射やフレームが目にかかっていないこと 

・サングラスやマスク、帽子等を着用していないもの 

・笑顔でないもの(歯が見えていないもの) 

※試験当日の写真確認の際、顔写真が実際と大きく異なる等本人確認が難しい場合には試験監督員

が運転免許証等の提示や説明を求めることがあります。 

 

【注意】 

 顔写真データが上記規格に合わない為、受検できないケースが増えています。 

 特に下記の様な事例が多く見られます。 

 ・自撮り等でバランスに歪みが生じている 

 ・棚などの背景が写り込んでいる 

 ・屋外や車内での撮影で背景が写り込んでいる 

 ・頭髪により、目元が隠れている 

 ・眼鏡のフレームやレンズの反射が目にかかっている 

 ・帽子、ヘッドフォン等を身につけている 
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(2) 受検資格に応じて受検申込時に必要な情報 ※申込手続き前に準備してください 

 受検資格区分に応じて、以下の受検資格情報を入力してください。 

【受検資格区分１】 

２級電気通信工事施工管理技術検定 第一次検定合格を証する情報 

  ・検定合格番号(もしくは合格時の受検番号)及び年度 

   

【受検資格区分２】 

１級電気通信工事施工管理技術検定 第一次検定合格を証する情報 

  ・検定合格番号(もしくは合格時の受検番号)及び年度 

 

【受検資格区分３】 

 電気通信主任技術者資格者証交付を受けている、または電気通信主任技術者試験合格の情報 

・電気通信主任技術者資格者証の交付年月日または電気通信主任技術者試験の合格年月 

 

２級または１級電気通信工事施工管理技術検定 第一次検定合格を証する情報 

  ・検定合格番号(もしくは合格時の受検番号)及び年度 

 

 

※｢検定合格番号｣は、国土交通省から交付された｢技術検定合格証明書｣で確認できます。 

 (国土交通省に交付申請をした方に交付されるものです) 

※｢合格時の受検番号｣は、合格時に当センターから送付した「結果通知書」で確認できます。結果通知

書を紛失した方は、当センター電気通信工事試験課宛てにお問い合わせください。合格者本人から

の問い合わせに限り、合格時の受検番号をお伝えします。 

※いずれも合格後に改姓した方は、検定合格番号(もしくは合格時の受検番号)及び年度を入力する際

に｢合格当時が旧姓の場合はチェックしてください｣をチェックしたうえで、下記のいずれかをアッ

プロードしてください。 

 ・書き換え手続後の合格証明書 

 ・戸籍抄本(または旧姓の併記された住民票) 

 

 

(3) 「個人ページ」に登録した受検資格を満たす実務経験 

 受検申込前に、「個人ページ」に登録した実務経験が受検資格を満たしているか確認してください。 

 「個人ページ」の作成及び実務経験の登録は、申込受付期間外でも可能です。 
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(4) 受検資格に応じて受検申込時にアップロードが必要な書類 

  ※全て PDF 形式もしくは JPEG 形式でアップロードが必要です。 

  ※アップロードする書類が複数枚ある場合は、一つのファイルにまとめてください。 

【受検資格区分３】で受検する方 

以下のいずれかの書類をアップロードしてください。 

  ・電気通信主任技術者資格者証(写) 

  ・電気通信主任技術者試験合格を証する書類(写) 

※上記いずれかの証明書で申請可能ですが、各証明書により確認できる年月以降の実務経験

しか算入できません。 

※証明書類が旧姓の方は、戸籍抄本(または旧姓の併記された住民票)を上記書類と同時にアッ

プロードしてください。(ファイルを一つにまとめてください) 
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５．実務経験の登録について 

 実務経験の登録にあたっては、当センターホームページの｢実務経験登録内容確認用シート｣を、入

力項目の確認に活用してください。 

  

(1) 実務経験の証明者について 

実務経験の証明は会社の代表者等の確認が必要であり、証明者は以下に該当する者だけです。 

実務経験の内容については、事前に証明者からの証明を受けたうえで登録してください。 

① 工事請負者の従業員としての実務経験期間の場合(以下のいずれか) 

  ・工事請負者の代表者、または当該工事の監理技術者、主任技術者 

② 発注者の従業員としての実務経験期間の場合 

  ・工事発注者の代表者 

③ 工事監理業務等受託者の従業員としての実務経験期間の場合 

  ・工事監理業務等受託者の代表者 

いずれの場合も証明者の代理人として、代表者の権限を分掌する部署長等が証明者となることがで

きます。(工事の監理技術者等を除く) 

派遣の場合、証明については、派遣先企業による証明が必要です。ただし、派遣先企業による証明が

困難な場合は、派遣元企業による証明とし、原則として、以下の内容が全て確認できる派遣等契約書や

派遣元管理台帳等のアップロードが申込時に必要となります。 

・派遣者(受検者)氏名、派遣期間、派遣元・派遣先企業名、派遣業者の許可番号 

※一つの書類で確認がとれない場合は、複数の書類のアップロードが必要となります。アップロ 

ードの際は、一つのファイルにまとめてください。 

なお、派遣元企業が証明する場合は、工事ごとの証明とし、複数工事をまとめての証明はできませ

ん。 

令和６年３月３１日までに着工した工事の証明については、実務経験期間当時の代表者、または証

明時点での代表者が過去の実務経験も含めて証明できます。なお、証明時点で廃業している場合は、廃

業前の代表者による証明が可能です。令和６年４月１日以降に着工した工事の証明については、実際

の実務経験期間における所属先の代表者等による証明のみ有効です。 

建設業を営む事業主自ら施工管理業務に従事した場合、事業主自身が証明者となります。その際、会

社または事業者名欄には事業主の氏名、役職名欄には事業主と記入してください。 

従事した複数工事をまとめて申請する場合に、その証明者が建設業許可を持たない場合は、証明者

が専ら建設業を営むことを証明する書類のアップロードが申込時に必要です。 

 

また、申請内容に疑義が生じた場合など、必要に応じて工事請負契約書、請書、注文書等の写しの提

出をお願いすることがあります。 
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(2) 実務経験登録に必要な情報 

実務経験の登録には、以下の情報が必要となります。 

①実務経験の種類 

 実務経験の内容と、申請する受検資格区分に応じて選択してください。 

②勤務先 

 実務経験当時の受検申込者の勤務先を入力してください。 

③所属先(部署名) 

 工事請負者が支店等の場合は、支店名等もこちらに入力してください。 

④勤務先の業種 

 実務経験当時の受検申込者の勤務先について選択してください。 

⑤工事名 

 工事請負契約書等に記載された正式名称を入力してください。 

⑥発注者 

 工事請負契約書等に記載された正式名称を入力してください。 

 工事請負者の場合、直接請け負った注文者名を入力してください。 

⑦建設工事の種類 

 建設工事の種類は、［表Ⅰ］(6 ページ)を参照の上、選択してください。 

⑧工事内容 

 工事内容は、［表Ⅱ］(6 ページ)を参照の上、選択してください。 

⑨従事内容 

 従事内容は、［表Ⅲ］(７ページ)を参照の上、選択してください。 

⑩請負金額(単位：万円) 

 勤務先の工事請負金額(税込)を入力してください。 

 ※万円未満の端数は切り捨てて入力してください。 

※発注者側技術者または工事監理等業務に従事した場合は、請負金額の入力は不要です。 

⑪実務経験年数 

 登録する工事工期内で、自身が施工管理に携わった期間を入力してください。 

⑫監理技術者(主任技術者)氏名 

 勤務先が建設業許可業者の場合は、勤務先が配置した監理技術者(主任技術者)氏名を必ず入力して

ください。建設業許可業者が請け負った工事を施工する際には監理技術者(主任技術者)の設置が必

要です。 

勤務先が建設業許可をもたない場合、発注者側技術者または工事監理等業務に従事した場合は、入

力不要です。 

⑬監理技術者資格者証交付番号 

 ⑫で監理技術者氏名を入力した場合に入力してください。 

  ※１級一次合格後の実務経験等、登録する実務経験を１級二次で｢特定実務経験(自らが主任技術者である場

合を除く)｣｢監理技術者補佐としての実務経験｣として申請する場合は、入力してください。 
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(3) 実務経験証明のチェックリストについて 

受検申込者と確認者は、登録する実務経験の内容について事前に確認を行ってください。全てのチ

ェックリストの項目内容について確認しチェック欄にチェックを入れてください。 

確認者は、実務経験の入力内容と下記チェックリストの項目内容について間違いがないか確認し、

｢確認者チェック｣欄にチェックを入れ、｢確認者｣欄に｢氏名･会社名･部署名・役職名・連絡先・確認

日」を入力してください。 

※確認者とは、実務経験の入力内容の証明者もしくは代理の方(実務経験を証明することのできる

直属の上司等)をいいます 

 ※申請された実務経験の内容等に不明な点がある場合、確認者あてに電話で問い合わせする場合

があります。 

 

 

(4) 実務経験の証明が受けられない場合について 

証明者の所在が不明または拒否されて証明が受けられない場合は、受検申込者が証明者として実務

経験を申請(複数工事をまとめて申請することはできません)し、申込時に、以下の全ての書類をア

ップロードしてください。 

① 証明が受けられない理由書(本来の証明者の現況等の説明含む) 

② 本来の証明者に関する資料(建設業を営んでいたこと等の証明) 

建設業許可に関する資料、閉鎖登記簿 

 ③ 受検申込者と本来の証明者との関係を示す資料 

源泉徴収票、雇用契約書 

 ④ 申請された実務経験の内容を十分に推定できる資料 

出張命令書、経費精算書 

 

 

〈参考〉他の検定種目が重複する期間の実務経験を申請する場合 

同時期に複数の業務に従事した場合、工事工期または従事割合で業務比率を算出することで、その

比率に応じて他の検定種目の実務経験として申請できます。 

 (例) ：12 ヵ月(１年)のうち電気工事の実務経験と、電気通信工事の実務経験の比率を「電気工事：

２、電気通信工事：１」とした場合、電気工事の実務経験は 8 ヶ月、電気通信工事の実務経

験は 4 ヶ月となります。 
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６．再受検申込みについて 

 

インターネットから直接受検申込みを行ってください。(書面による申し込みはできません) 

 詳細は当センターホームページをご確認ください。 

再受検申込みには、過去に受検した際の｢受検年度｣｢受検番号｣の入力が必要となります。｢受検票｣ 

もしくは｢結果通知書｣で確認してください。 

｢受検番号｣が不明の方は、当センターホームページの｢再受検申込受付｣のトップ画面から、受検者 

本人に限り、過去の受検番号を検索することができます。 

 

なお、次のいずれかに該当する方は、再受検申込者には該当しませんのでご注意ください。 

・ 初めて２級電気通信工事施工管理技術検定｢第二次検定｣の受検申込みを行う方 

・ 過去に受検申込みをしたが、書類不備や受検辞退等により受検票の交付を受けていない方 
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７．受検申込受付期間・申込方法等について 

 

 

 ●新規受検申込者への注意事項 

 ・申請内容及びアップロードされた必要書類に不備や不足があると受検できません。 

 ・「個人ページ」への実務経験の登録等は、申込受付期間前から可能です。 

 ・実務経験等の申請内容については、申込完了後の修正・追加はできません。 

 ・申込完了後の検定区分及び新・旧の受検資格区分等の変更はできません。 

 

８．受検手数料(７，１５０円) 

 

・上記のほか事務手続き手数料として 250 円(税込)が必要となります。 

・受検手数料は消費税非課税です。インボイス対応取引ではありません。 

 ・支払いはクレジットカード決済もしくはコンビニエンスストア決済を選択できます。 

  ※コンビニエンスストア決済を選択できるのは、申込受付締切日の３日前までです。 

  ※払込期限は、申込受付締切日と同日です。払込期限までに受検手数料の払込みがない場合は、申

込みが無効となりますのでご注意ください。 

・クレジットカード決済は、以下のクレジットカード会社が使用できます。 

   ＶＩＳＡ／Ｍaster／ＪＣＢ／アメリカン・エクスプレス／Diners 

・コンビニエンスストア決済は以下のコンビニエンスストアが利用できます。 

   セブンイレブン／ローソン、ローソン・スリーエフ／ファミリーマート／ 

セイコーマート／ミニストップ 

  

受付期間  令和８年７月１４日(火)～７月２８日(火) 

申込方法  インターネットによる申込受付   
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９．受検取消について 

 

 ・１０月９日（金）(消印有効)までに「(様式ロ)受検辞退届」(26 ページ)を郵送された方に限り、

受検申込みの取消を受け付けます。 

 ・受検手数料は郵送料・為替発行料を差し引いた金額を普通為替で返金いたします。 

(１２月下旬予定) 

 ・「(様式ロ)受検辞退届」を印刷し必要事項を記入のうえ、当センター電気通信工事試験課「受検辞

退係」まで郵送してください。(提出先は 28 ページを参照) 

 

１０．住所変更等について 

 

 申込完了後に住所(受検票等の送付先)、氏名、本籍(都道府県)等に変更があった場合は、「(様式イ)

住所・氏名・本籍・受検希望地変更（訂正）届」(25 ページ)を印刷し、申込時の試験地、受検番号

(受検票到着後で分かる場合のみ)、氏名(フリガナ)、生年月日、日中連絡のとれる電話番号及び変

更事項を記入のうえ、当センター電気通信工事試験課「住所変更係」まで郵送してください。 

(提出先は 28 ページ参照) 

 氏名変更した方は、戸籍抄本（または旧姓が併記された住民票）も併せて提出してください。 

 

※ (様式イ)が未提出の場合は、受検票や結果通知書が届かない場合がありますので必ず提出してくだ  

さい。 

※ インターネット（個人ページ）からの手続きはできません。 

 

１１．受検票の送付について 

 

 

 

 ・受検票(ハガキ)は普通郵便で発送します。 

 ・受検票が届かない方は、１１月２日(月)以降にお問い合わせください。 

 ・受検資格のない方および書類不備等により受検できない方には、事前に文書にて通知します。 

 ・受検票を受け取りましたら、検定種目、試験日時、試験会場、受検番号を必ず確認し、大切に保管

してください。 

 ・受検票を紛失した方は必ず事前に電気通信工事試験課へ問い合わせ、受検番号・試験会場等を確認

のうえ、試験当日に試験会場受付で再発行の手続きを行ってください。(顔写真付きの身分証明書

をご持参ください) 

 ・試験会場については当センターホームページ上でも公表します。 

 ・試験会場への直接の問い合わせはご遠慮ください。 

  

受検票は１０月２６日(月)に発送予定です。 
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１２．受検地変更について 

 

 ・受検地の変更は原則として認めておりません。ただし、転勤・転居等のやむを得ない事情で変更を

希望する場合は、１１月９日(月)(必着)までに以下の①～④を当センター電気通信工事試験課「受

検地変更係」まで郵送してください。(提出先は 28 ページを参照) 

 

① (様式イ)変更届・・・・「(様式イ)住所・氏名・本籍・受検希望地変更(訂正)届」(25 ページ) 

をコピーし必要事項を記入してください 

  ② 受検票の写し・・・・・受検票を受け取っていない方は不要です 

  ③ 変更理由の証明・・・・転勤辞令や出張命令書等のコピーを提出してください 

  ④ 返信用封筒・・・・・・宛先明記の１１０円切手を貼ったもの(長形 3 号) 

               (速達を希望する方は合計４１０円分の切手を貼ってください) 

 

 ・住所(今後の文書等の送付先)が変更になる方は新住所も忘れずに記入してください。 

 ・受検地変更承認後、返信用封筒で「受検地変更許可書」を発送しますので指定した会場で受検して

ください。 

 ・受検地変更許可書が届かない方は必ず１１月１３日(金)までにお問い合わせください。 
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１３．試験日時・試験地・試験の内容について 

(1) 試 験 日   令和８年１１月１５日(日) 

(2) 試験時間 

入 室 時 間  13 時 45 分まで 

受検に関する説明  13 時 45 分～14 時 00 分 

試 験 時 間  14 時 00 分～16 時 00 分 

(3) 試 験 地 

  札幌・青森・仙台・東京・新潟・金沢・静岡・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・鹿児島・那覇 

※ 試験会場は受検票でお知らせします。会場確保等の都合により、やむを得ず近郊の都市で実施する

場合がありますのでご了承ください。 

※ 静岡は当面の臨時開催地区です。 

(4) 試験の内容 

 次の検定科目の範囲とし、記述式による筆記試験を行います。   

(5) 合格基準 

以下の基準以上の者を合格とします。ただし、試験の実施状況等を踏まえ変更する可能性がありま

す。 

  ・第二次検定  得点が６０％以上 

(6) 個人の成績の通知 

 成績の通知は以下のとおり行います。なお、通知する成績については全体の結果のみとし、設問ごと

の得点等については通知しません。 

  ・第二次検定  【評定】Ａ ： 合格(合格基準以上) 

              Ｂ ： 得点が４０％以上合格基準未満 

              Ｃ ： 得点が４０％未満 

※ 通知した成績に係る問い合わせにはお答えできません。 

※ 合格者については成績の通知は行いません。また問い合わせにもお答えできません。 

検定区分 検定科目 検  定  基  準

第二次検定 施工管理法

１．主任技術者として、電気通信工事の施工の管理を適確に行う
 ために必要な知識を有すること。
２．主任技術者として、設計図書で要求される有線電気通信設備、
 無線電気通信設備、放送機械設備等（以下「電気通信設備」とい
 う。）の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気通
 信設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等
 を適切に行うことができる応用能力を有すること。
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１４．受検に際しての注意 

 

・事前に交通機関、経路、所要時間などを確認し、遅刻しないように早めに試験会場にお出かけくださ   

い。 

・試験会場及びその付近には駐車・駐輪できませんので、自動車・バイク・自転車等での来場はお断り

します。公共交通機関(電車・バス等)をご利用ください。駐車違反等の呼び出しで試験室を離れた場

合は再入室できません。 

 

(1) 試験当日に必要なもの 

 ・受検票 

 ・筆記用具(ＨＢの黒鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム) 

  ※ 万年筆、ボールペンでの記入は禁止 

  ※ 電卓等は使用できません 

 ・時計(計算機能、辞書機能、通信機能を持つ時計及び携帯電話による時計機能の使用は不可) 

  ※ 試験中は全ての電子機器の使用を禁じます。 

 

(2) 試験会場における注意 

 ・試験当日は１３時３０分までに来場し、受検票の受検番号によって指定された試験室に入室し、 

その受検番号の席につき、受検票は机の上に置いてください。(受検票がないと受検できません) 

 ・受検票を紛失した方は、試験当日に試験会場受付で再発行の手続きを行ってください。 

  (顔写真付きの身分証明書をご持参ください) 

 ・試験会場内では試験監督者の指示に従ってください。 

 ・試験開始後１時間以内及び試験終了時刻１０分前以降は退室できません。 

 ・試験問題・解答用紙の持ち帰りはできません。ただし、試験問題は試験終了時刻まで在席した方の

うち、希望者に限り持ち帰りを認めます。退室後、机上の試験問題は回収します。一度回収した試

験問題は、いかなる理由があってもお渡しすることはできません。途中退室者は退室時及び試験

終了後の持ち帰りはできません。 

 ・解答用紙を試験室から持ち出すことを禁止します。持ち出した場合は不正行為となります。また、

解答用紙が未提出の場合は、失格となります。 

 ・受検票及び座席票への試験問題・解答の書き写しは禁止します。 

 ・不正行為を行った者及び試験監督者の指示に従わない者には退場を命じます。 

 ・試験室内では携帯電話等の電子機器の電源を切り、カバン等にしまってください。また、時計代わ

りの使用も禁止します。 

 ・試験中、机の上に置いてよいものは、「受検票」「鉛筆又はシャープペンシル」「消しゴム」「時計」

のみです。その他のもの(筆箱・飲み物等)は机の上に置かないでください。また、帽子やイヤホ

ンの着用は認められません。 

 ・喫煙は指定場所以外では厳禁です。(試験会場により場内禁煙となる場合があります) 

 ・試験中、カバンや上着等はイスの下に置いてください。床の汚れが気になる方は敷物をご持参くだ 

さい。 

 ・自動車・バイク・自転車等での来場はお断りします。 
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１５．障がいのある方を対象とした受検に関する手続きについて 

 

 障がいのある方で試験当日に試験会場において配慮が必要な方は、試験日の１ヵ月前までに以下の

手続きが必要です。(過去に手続きを行った方も、改めて手続きを行う必要があります) 

 

(1) 申込みに際しての前提条件 

 障がいのある方が本検定を受検しようとする場合は、以下の３つの条件を満たしている必要があり

ます。 

 ① 本検定の受検資格を有すること 

 ② 工事現場において施工管理技士、または施工管理技士補としての業務を遂行できること 

 ③ 受検者単独で受検できること 

 

(2) 手続方法について 

 当センター電気通信工事試験課までお電話いただき、障がいの内容(症状・程度)をお伝えください。 

 その後、当方より「特別受検申請書」を送付しますので、以下①～②の書類を一括して試験日の１ヵ

月前までに当センターへ郵送してください。（提出先は 28 ページを参照） 

① 特別受検申請書 

 ② 障害者手帳のコピー、診断書のコピー等 (障害等の内容が分かる書類) 

※ 提出された書類により、後日、電話にてご連絡差し上げることがあります。 

※ 障がいの症状・程度により、あるいは試験会場の設備などにより全てのご希望に添えない場合があ

りますので、あらかじめご了承ください。 

 

１６．試験問題の公表について 

 

 ２級電気通信工事施工管理技術検定 第二次検定の試験問題は、当センターホームページで、令和

８年１１月１６日(月)１３時から１年間公表します。 

※ 第二次検定の解答は公表しません。 
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１７．合格発表について 

 

 

 

 

(1) 結果通知書の発送及び合格者受検番号の公表 

 上記発表日付けで当センターから第二次検定合格者及び不合格者あてに文書で通知します。欠席者

への通知はありません。 

 また、当センターホームページで第二次検定合格者の受検番号を公表します。 

※ 試験問題、解答の内容及び個人得点等に関する問い合わせは一切受け付けません。 

 

(2) 結果通知書が未着の場合 

 令和９年３月１０日(水)を過ぎても結果通知書が届かない方は、当センター電気通信工事試験課に

ご連絡ください。受検者本人の問い合わせに限り合否の結果をお伝えします。 

※「個人情報の保護に関する法律」により受検者以外の問い合わせにはお答えできません。 

※ 当センター以外での電話による合否の問い合わせは行っておりません。 

 

１８．第二次検定合格証明書の交付申請手続きについて 

 

 第二次検定に合格後、合格通知書に同封してある交付申請書を国土交通省に受付期間内に申請した

方は、「２級電気通信工事施工管理技術検定 第二次検定合格証明書(２級電気通信工事施工管理技

士)」が交付されます。(令和９年３月末以降、国土交通省より発送予定) 

※ 第二次検定合格証明書には、合格者の写真が印刷されます。 

 

１９．国外における実務経験について 

 

(1) 建設業許可を受けた業者における国外の実務経験について 

 建設業法に基づき建設業の許可を受けた者が請け負う国外での建設工事における実務経験であれば、 

 国内の実務経験と同様に認められます。(建設業許可書の写し等を申込時にアップロードしてくださ

い) 

(2) 上記以外の国外の実務経験について 

国土交通大臣に個別に申請し認定書の交付を受けることで、電気通信工事施工管理の技術検定を受

検できます。認定書交付手続きは、認定審査が約６ヵ月程度を要するとされていますので、余裕を

もって事前に手続きを行ってください。(申請者の現住所が国外の場合は申請できません) 

(認定に関する問い合わせ先) 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 技術検定係 

TEL 03-5253-8111(代) 「技術検定制度－国土交通省」で検索 

HP アドレス htpps://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kense 

tsugyo_const_fr1_000001_00026.html 

合格発表日 令和９年３月３日(水) 

公表期間  令和９年３月３日(水)9 時～３月１７日(水) 
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２０．よくある質問 

 

Ｑ．申込後に氏名、本籍、住所(受検票等の郵送先)が変わりましたが、どうすればよいですか。 

Ａ．「(様式イ)住所・氏名・本籍・受検希望地変更(訂正)届」(25 ページ)に必要事項を記入し、住所変

更係あてに郵送してください。(提出先は 28 ページを参照) 

 

Ｑ．試験会場を教えてもらえますか。 

Ａ．受検票の発送をもって試験会場をお知らせしています。それまでは会場は確定しておりません。 

また、毎年同じ会場とは限りません。 

 

Ｑ．試験当日に急な用事が入ったため受検できなくなったのですが、何か手続きが必要ですか。 

Ａ．受検取消の締切前でしたら、「（様式ロ）受検辞退届」(26 ページ)を提出した方に限り受検手数料

を返金いたします。締切日後は受検手数料の返金はできませんので手続き不要です。試験当日は、

そのまま欠席していただいて結構です。 

 

Ｑ．試験問題、解答の内容等について問い合わせできますか。 

Ａ．試験問題、解答の内容等についてはお答えできません。 

 

Ｑ．講習会や参考書を紹介してもらえますか。 

Ａ．当センターは試験実施機関であり、公平性の観点から事前の講習会等は実施しておりません。 

参考書等についても紹介等は行っておりません。 

 

Ｑ．インボイス対応の領収書を発行してください。 

Ａ．受検手数料は非課税取引です。インボイス対応取引ではございません。 

領収書は、下記ＵＲＬよりダウンロードができます。 

  https://www.jctc.jp/exam/receipt/ 

    

 

  

https://www.jctc.jp/exam/receipt/
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２１．（様式イ）住所・氏名・本籍・受検希望地変更(訂正)届について 

（〒　　　-　　　　）

変更の理由

令和８年度　２級電気通信工事施工管理技術検定　第二次検定

※ 同一都道府県内での変更は届出の
必要はありません。

旧氏名

③本籍変更

旧本籍 → 新本籍

新住所

※受検番号がわかる方は記入してください。

(氏) (名) → 新氏名

(氏)

※手引の「住所変更について」をよく読んで記入してください。なお住民票の提出は不要です。

②氏名変更  ※戸籍抄本(または旧姓が併記された住民票)を提出してください。(コピー不可)

フリガナ

(名)

フリガナ

※マンション・アパート等は部屋番号まで詳しく正確に記入してください。

※送付先を勤務先にする場合は、勤務先住所、勤務先名、所属まで詳しく正確に記入してください。

フリガナ

※変更内容について確認する場合がありますので、日中連絡の取れる電話番号を記入してください。

昭 和
日

平 成
年

①新住所(受検票等の送付先)

（自宅 ・ 携帯 ・ 勤務先） ―　　　　　　　―

氏　名

(様式イ)住所・氏名・本籍・受検希望地変更(訂正)届

申込時の試験地

申込者氏名

(氏) (名)

月

受検番号 フリガナ 生年月日

変更後の試験地

→

④受検希望地変更

申込時の試験地

※手引の「受検地変更について」をよく読んで記入してください

 

  ※申込完了後に変更が生じた場合、このページを印刷して使用してください。 

 ※該当項目のみ記入して下さい。 



- 26 - 

 

２２．（様式ロ）受検辞退(受検申込後の取消手続き)届について 

 

このページを印刷して必要事項を記入し、受検取消の締切日(消印有効)までに当センター電気通信工

事試験課「受検辞退係」まで郵送した方に限り、受検申込みの取消を受け付けます。締切日後は、いか

なる理由も受検の取消はできません。(18 ページ参照) 

 

 

(様式ロ)受検辞退届

令和８年  月  日
一般財団法人 全国建設研修センター 電気通信工事試験課 御中 1級二次

フリガナ

申込者氏名

生年月日

辞退理由

日中に連絡が
とれる連絡先

受検手数料の
返金先住所

申込時の試験地

（〒   -    ）

※勤務先の住所にする場合は、勤務先名、所属名まで記入してください。

本人署名・捺印           印

 令和８年度２級電気通信工事施工管理技術検定第二次検定の受検申込みをしましたが、下
記理由により受検できなくなったため、受検を辞退します。

（ 昭和 ・ 平成 ）   年     月     日

（ 自宅 ・ 携帯 ・ 勤務先 ）    −      −
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施工管理技術検定における自然災害等による 

不可抗力が発生した場合の対応方針について 

 

 

 

【 自然災害等による不可抗力により試験を中止する場合について 】 

全国又は一部試験地及び試験会場において、自然災害等による不可抗力により試験実施が困難な場

合には、試験を中止する場合があります。 

その場合は原則として再試験は実施しませんが、受検手数料については返金いたします。 

なお、当センターは中止にともなう受検者の不便、費用、その他の個人的損害については責任を負い

ません。 

 

【 試験実施に関する情報提供 】 

自然災害等が発生した場合における試験実施に関する情報は、当センターホームページで事前にお

知らせする予定です。 

自然災害等の不可抗力による試験中止等については、原則として当センターホームページに掲載し

ます。 

 試験前日又は当日に試験中止の判断をする場合があります。また、事前に中止の可能性が高い場合

にはその旨をお知らせしますので、その後の最新情報を確認してください。 
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◎検定に関する最新情報はホームページをご確認ください 

一般財団法人 全国建設研修センターのプライバシーポリシー 

国土交通大臣指定試験機関 

一般財団法人 全国建設研修センター 電気通信工事試験部 
      

     〒187-8540 東京都小平市喜平町２－１－２ 

                 ＴＥＬ 042-300-0205 

                 ホームページアドレス https：//www.jctc.jp/ 

    電話によるお問い合わせ応対時間 9:00～17:00 

土・日曜日・祝日は休業日です。 

※お問い合わせの際は、おかけ間違いのないようにご注意ください。 

 

ご 注 意 

一般財団法人全国建設研修センターと似た名称を用いて申込手続きの代行等を行っている業者

がありますが、当センターとは一切関係ありません。 

当センターは出先機関や代行機関は設置しておりません。 

・一般財団法人 全国建設研修センターは、個人情報の保護に関する法律及び関係法令等を

遵守し、受検申込者の個人情報の保護に努めます。 

・当センターは、受検申込みの際に試験業務の遂行上必要な事項として受検申込者の氏名、

生年月日、本籍、住所等の個人情報を収集します。なお、これらの情報は試験を実施する

ための重要な情報として利用し、それ以外の目的では利用しません。 

・受検申込者個人を特定する情報は、外部に対して一切公開、提供しません。 

・受検申込みの申請内容を外部に公開、提供することはありません。また、外部から個人情

報の公開提供の依頼があっても、当センターは法令等に基づきその要請を拒否し、受検申

込者の個人情報の保護に努めます。ただし、法令等に基づく公的機関からの要請により開

示しなければならない場合は、個人情報を提供する場合があります。 

・個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等の防止に努めます。 

・ただし、合格証明書の交付を受けた方の情報(資格区分、証明書番号、氏名、生年月日、取

得年月日)は、公共工事の発注者(国、地方公共団体、特殊法人等)において、建設業者の資

格審査や施工体制の確認等を目的として利用されます。 

 

不正行為に対する受検禁止措置について 

 申請内容等に不備がある場合や、不正行為等試験中の禁止行為が発覚した場合、

受検もしくは合格を取り消し、最長３年間の受検禁止措置がとられます。 


